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料金表 
 
■商標登録出願 
1 区分内の商品又は役務を指定して商標登録出願する場合の料金は以下の通りです。 
出願手数料 50,000 円 
消費税 2,500 円 
印紙代 12,000 円 
合計 64,500 円 
 
■商標調査 
1 区分内の商品又は役務について商標調査を行う場合の料金は以下の通りです。 
調査手数料 10,000 円 
消費税 500 円 
合計 10,500 円 
※1 上記費用は文字商標の称呼に基づき出願前調査として行われる調査です。 
※2 図形商標の調査は別途お見積りを致します。 
※3 詳細調査（フルサーチ）については別途お見積りを行います。 
 
■登録手続 
1 区分内の商品又は役務について登録手続を行う場合の料金は以下の通りです。 
成功報酬 30,000 円 
登録手数料 20,000 円 
消費税 2,500 円 
印紙代（5 年分） 21,900 円 
合計 74,400 円 
※1 成功報酬は登録査定があった場合にお支払い下さい。 
※2 登録料（10 年分）を一括納付する場合の印紙代はプラス 15,700 円です。 
 
■返金手数料 
ご入金済みの費用額の全部又は一部を返金する場合、返金 1 回につき次の返金手数料が必

要です。 
判定請求手数料 1,000 円 
消費税 50 円 
合計 1,050 円 
※1 返金理由にかかわらず返金する場合に必要となる手数料です。 
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■商標調査及び商標登録出願 
指定商品又は指定役務の区分数に応じた商標調査及び商標登録出願の費用は以下の通りです。 
区分数 1 区分 2 区分 3 区分 4 区分以上 
手数料 60,000 円 90,000 円 120,000 円 +30,000 円/区分 
消費税 3,000 円 4,500 円 6,000 円 +1,500 円/区分 
印紙代 12,000 円 20,600 円 29,200 円 +8,600 円/区分 
合計 75,000 円 115,100 円 155,200 円 +40,100 円/区分 
 
■設定登録 
指定商品又は指定役務の区分数に応じた設定登録に必要な費用は以下の通りです。 
区分数 1 区分 2 区分 3 区分 4 区分 
成功報酬 30,000 円 50,000 円 70,000 円 +20,000 円/区分 
納付手数料 20,000 円 20,000 円 20,000 円 +0 円/区分 
消費税 2,500 円 3,500 円 4,500 円 +1,000 円/区分 
印紙代（5 年分） 21,900 円 43,800 円 65,700 円 +21,900 円/区分 
合計 74,400 円 117,300 円 160,200 円 +42,900 円/区分 
※ 成功報酬は登録査定があった場合にお支払い下さい。 
※ 印紙代（10 年分）を一括納付する場合、区分数×15,700 円がプラスされます。 
 
■商標登録出願のみ 
指定商品又は指定役務の区分数に応じた商標登録出願の料金は以下の通りです。 
区分数 1 区分 2 区分 3 区分 4 区分以上 
手数料 50,000 円 70,000 円 90,000 円 +20,000 円/区分 
消費税 2,500 円 3,500 円 4,500 円 +1,000 円/区分 
印紙代 12,000 円 20,600 円 29,200 円 +8,600 円/区分 
合計 64,500 円 94,100 円 123,700 円 +29,600 円/区分 
 
■商標調査のみ 
指定商品又は指定役務の区分数に応じた商標調査の料金は以下の通りです。 
 1 区分 2 区分 3 区分 4 区分 
手数料 10,000 円 20,000 円 30,000 円 +10,000 円/区分 
消費税 500 円 1,000 円 1,500 円 +500 円/区分 
合計 10,500 円 21,000 円 31,500 円 +10,500 円/区分 
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■更新登録申請 
商標登録を 5 年延長するための更新登録に必要となる費用は料金は以下の通りです。 
区分数 1 区分 2 区分 3 区分 4 区分 
更新登録手数料 30,000 円 40,000 円 50,000 円 +10,000 円/区分 
消費税 1,500 円 2,000 円 2,500 円 +500 円/区分 
印紙代（5 年分） 28,300 円 56,600 円 84,900 円 +28,300 円/区分 
合計 59,800 円 98,600 円 137,400 円 +38,800 円/区分 
※ 登録料（10 年分）を一括納付する場合、区分数×20,200 円がプラスされます。 
 
■意見書・補正書の作成 
拒絶理由通知を受けたときに必要となる意見書・補正書の作成料金は以下の通りです。 
作成書類 意見書 補正書 意見書と補正書 
作成手数料 50,000 円 20,000 円 50,000 円 
消費税 2,500 円 1,000 円 2,500 円 
合計 52,500 円 21,000 円 52,500 円 
 
■住所変更 
出願人が住所変更を行ったときに必要となる住所変更手続の料金は以下の通りです。 
住所変更手続 20,000 円 
消費税 1,000 円 
合計 21,000 円 
 
■登録料納付 
登録料納付のみを行う場合の料金は以下の通りです。 
登録料納付 20,000 円 
消費税 1,000 円 
合計 21,000 円 
 


